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◆共済見舞金額
等級 傷害の程度 金額
１等級 死亡した場合 100万円

２等級 治療期間が 1年を超え、
かつ治療実日数が180日以上 30万円

３等級 治療期間が 6カ月を超え、
かつ治療実日数が 90日以上 15万円

４等級 治療期間が 3カ月を超え、
かつ治療実日数が 45日以上  8 万円

５等級 治療期間が 1カ月を超え、
かつ治療実日数が 15日以上  5 万円

６等級 治療期間が 10日を超え、
かつ治療実日数が 5日以上  2 万円

７等級 治療期間が 10日以内、
または治療実日数が 5日未満  1 万円

特別
見舞金

後遺症（身体障害者福祉法施
行規則に定める 1・2級の障
害）がある場合

20万円

◆留意事項
　▶見舞金は、医師の診断書に記載された
治療期間と治療実日数を審査して支払
い。請求期間は事故発生日から２年以内

　▶本共済は、埼玉県で加入が義務化され
た保険には非該当※

日 2月20日㈯午前10時～11時30分
　（午前9時40分開場）
場保健センター
定申し込み先着100人
内  ▶新型コロナ対策▶C

ク ー ル

OOL J
ジ ャ パ ン

APAN  
　F

フ ォ レ ス ト

OREST構想▶財政状況

申  問月初～2月19日㈮に氏名、電話番号、
メールアドレスを経営企画課に電話・
FAX／☎2998-9027FAX2994-0706

◆加入方法
　次のいずれかの方法で申し込み
　▶自治会・町内会を通じて申し込み
　▶ 月初から市役所1階交通安全課、ま
ちづくりセンター、サービスコーナ
ー（所沢駅・小手指・狭山ケ丘）で
申し込み（土・日曜、祝日除く）

◎詳細は「市議会だより」（2月13日㈯発行予定）、市HP
（ 市議会）でご覧になれます。

　令和2年所沢市議会第4回定例会は、11月30日
～12日21日の22日間の会期で開催されました。
　議案の主な内容を報告します。

　市長提出議案…66件

　64件が原案どおり可決・承認・同
意・認定されました。
◆専決処分の承認…１件（補正予算…
１件）

◆令和 2年度補正予算…13件（一般
会計…4件、特別会計…6件、企業
会計…3件）

◆条例関係…5件
　▶制定…１件（所沢市（仮称）第
２一般廃棄物最終処分場設計及び
建設事業者選定委員会条例）

　▶一部改正…3件（所沢市常勤の特
別職の職員の給与等に関する条例、
所沢市国民健康保険税条例など）

　▶廃止…１件（所沢都市計画事業所
沢駅西口第一種市街地再開発事業
施行に関する条例）

◆指定管理者の指定…21件

◆契約変更…２件
◆財産取得…２件
◆市道路線の認定・廃止…５件
◆人事案件…５件
　議会の同意を得て、小林ヒデ子氏、
引間維

ゆ

一
い ち

氏、古谷貞子氏、山田 裕
ゆたか

氏、
河
こ う ち

内健司氏を人権擁護委員に推薦しま
した。
◆決算の認定…10件（第 3回定例会
提出分　一般会計 1件、特別会計
6件、事業会計 3件）

　1件が答申されました。
◆審査請求に関する諮問…１件

　1件が議決に至りませんでした。
◆人事案件…1件（教育委員会委員）

　議員提出議案…7件

　7件が原案どおり可決されました。

　委員会提出議案…1件

　１件が原案どおり可決されました。

◆令和 3年第1回定例会開会日（予定）
　２月 18日㈭

 正副議長が決定

第67代議長
末
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帆子氏
第68代副議長
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いりさ わ

沢 豊
ゆたか

氏

　市の財政状況と今年度の主
要事業を、市長と職員が直接
お伝えします。

◎手話通訳、要約筆記が必要な方は2月12日㈮
までにお申し込みください。

◆共済期間
令和３年4月1日～4年3月31日
（4月1日以降に加入手続きをした方
は、加入時から4年3月31日まで）

　加入した市民の皆さんの会費で、交通
事故に遭った会員に見舞金を支給する助
け合いの制度です。
問交通安全課☎ 2998-9140

対 市内在住の方

こんなとき 見舞金をお支払いします
▶自動車・バイク・自転車・電車などの車両に
　乗車中の人身事故
▶車両との衝突・接触による歩行中の人身事故
◎自損事故を含みます。また、日本国内の交通事故に限り
ます。なお、地震などの災害が原因の事故は対象外です。

◎上記方法で申し込み困難な場合は、同課
にお問い合わせください。なお、申込書は
同課、まちづくりセンター、サービスコー
ナー（所沢駅・小手指・狭山ケ丘）で入手
できます。

※加入が義務化された保険との違いは？
　埼玉県の自転車条例で「自転車事故が
発生した時に相手方への補償ができる保
険」への加入が義務となりました。一方、
本共済は事故に遭った会員本人のみが対
象で、相手方への補償はありません。
　相手方への補償は、すでに加入してい
る火災保険などに付帯する場合もありま
す。加入状況をチェックしましょう。

▲市HP（ 仕
事報告会）

◎令和3年度に小学1年生になる児童は
市が会費を負担します（手続き不要）。

◆年会費
　▶大人…600円
　▶中学生以下…300円


